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見晴台自治会 

 

発行･編集 見晴台自治会事務局 〒067-0042 江別市見晴台54-5 見晴台自治会館 ℡011-378-9884 

『第３７回自治会定期総会』開催 

定期総会は、５月７日（日）午前１０時から会員５０名

の出席により自治会館大広間で開催。自治会の令和４年度

の活動報告・収支決算報告、令和５年度の事業計画案や収

支予算案などの議案が提案のとおり承認されました。 

自治会では、事業計画にそって防災研修会、会館駐車場

周辺の花壇整備、交通事故防止・防犯意識の啓発活動、自

治会排雪、避難行動要支援者避難支援事業、新そば交流会、ラジオ体操会、野外活動バス旅行、夏

まつりなどの自治会活動とともに、自治会館新改築検討委員会では自治会館の将来を見据えた検

討、審議により自治会館の今後を考えていきます。 

自治会では、会員の皆様に自治会活動に対する理解を

深めていただき、安全・安心な地域づくり、よりよい自

治会活動に結び付けていきたいと思い、役員一同取り組

んで参ります。本年度も、皆様のご理解とご協力をよろ

しくお願いいたします。 

【今年度の主な活動日程】（予定） 

❖見晴台夏まつり         8月 5日 

❖野外活動バス旅行      １０月２１日 

❖新そば交流会        １１月１１日 

❖見晴台の集い        １２月１７日 

❖キャンドルナイト 令和６年２月 4日 
 
 
 
 

〔事務局〕 

2023(令和 5)年 

6 月 
 
 

よ 

だ り 
通算３40号 

〔６月の行事予定〕 
１日(木)  自治会だより発行  17日(土) 8:30 資源回収 

２日(金) 19:00 運営委員会  20日(火)  自治会だより原稿締切 

3日(土) 8:30 資源回収  2４日(土) 9:00 花壇整備 

9日(金) 19:00 役員会   10:00 自治会だより編集会議 

１0日(土) 10:00 新改築検討委員会  28日(水) 9:00 自治会だよりほか配付 

 

 

1日(土)  自治会だより発行  1６日(日)  三世代交流もちつき会(中止) 

７日(金) 19:00 運営委員会  21日(金) 8:30 自治会だより原稿締め切り 

９日(日)  新年交流会（中止）  2５日(火) 19:00 自治会だより編集会議 

13日(木) 10:00 むつみ会  2７日(木) 10:00 むつみ会 

15日(土) 8:30 資源回収 
 

2９日(土) 9:00 
自治会だよりほか 

 

 19:00 役員会   13:00 災害時のレシピ講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見晴台住民数（令和５年5月１日現在） 

男性 2,048人 （前月比 ２人減） 

女性 2,222人 （前月比 １人増） 

合計 4,270人 （前月比 １人減） 
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＜時の記念日＞ 

６月１０日が「時の記念日」であることをご存じでしょうか。「祝日」ではありません

が、その歴史は古く、大正９（1920）年に制定されたものです。 

大正時代と言えば、日本社会が近代化へ大きく切り替わっていった時代です。時間を守

り、生活を合理化していくことへの意識を高める目的で、この記念

日は設けられました。 

では、なぜ６月１０日に設定されたのでしょうか？それは、『日

本書紀』に記述された千三百五十年前の出来事で、「漏刻（ろうこ

く）」と呼ばれる水時計を使って初めて人々に時を告げた日に起因

しています。その日を今日の太陽暦に換算すると、６月１０日にな

るのだそうです。 

「時の記念日」が制定されて百年が経過しました。「時間を守る」

「時間を節約する」生活が定着している今日、改めて「時間」との

向き合い方を考えてみるのも意義あることではないでしょうか。 

＜食育月間＞ 

忙しい毎日を送る中で、ともすると「食」そのものをおろそかにしがちではないで

しょうか。「食」は、人が生きていくための基本ですが、それが十分に確保できない危

機感から、近年、「食」に関する教育、いわゆる「食育」への関心が高まってきました。  

平成１７年には「食育基本法」が成立し、それに基づいて「食育推進基本計画」が作

成されるなど、国を挙げての運動が推進され、その一つが、毎年 6 月の「食育月間」な

のです。「食育基本法」には、「食育」について次のように述べられています。  

食育は、「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育

の基礎となるべきもの」「豊かな人間性を育んでいく基礎とな

るもの」と位置づけられています。これは、毎日の食事を、単

に「体の成長や健康維持のために重要なもの」とだけ捉えてい

るわけではないようです。家族で一緒に食事をしながらコミ

ュニケーションを図り、「いただきます」から始まり、「ごちそ

うさま」で終わる食事の作法やマナーを学び、食文化を受け継

いでいくことも大切なことと言えます。 

因みに、「いただきます」は、「食物の命を頂く」が語源と言われています。人は自分

で栄養を作ることができず、肉や野菜も含め他の生き物が作った栄養を食べて生きてい

ます。この事実を受け入れ感謝する言葉が、「いただきます」なのです。 

また、食事の終わりに言う「ごちそうさま」も実は深い意味があります。「ご馳走」

の馳走とは、食材を駆け回って集めることから来ており、作り手への感謝を込めた言葉

と言えます。 

こんなことを伝えながら家族で食事することは、とても大事なことと思われます。  

〔事務局〕

暦だより…6 月 水無月（みなづき） 
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見晴台自治会 会長 山本 由美子 

この度、5 月の総会において会長を就任させていただくこととなり

ました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 近年自治会役員をされる方が少ないと言われている最中、この地域

も同様で役員をお受け下さる方が少なかったのでしょうか、私に放た

れた矢が当たりました。 

 女性の細腕で大丈夫だろうかと悩みましたが、先輩役員の方々が苦戦して築いてき

た道程を「住んで良かったふるさと見晴台」であることのためには、住み続けられる地

域づくりに何らかの形で一躍を担えればと思いました。 

 コロナ禍時代も終わろうとしており、感染症対策５類に変り、地域内にも会員同士の

交流の場が再び必要となり、自治会活動も行われる年になりました。  

 行政サービスに関わる当自治会は、地域防犯活動や除排雪事業、また、民生委員を中

心に高齢者の見守り活動をボランティア活動として行ってまいります。 

 当自治会では、会館新改築など大きな課題があります。毎年の大雪による地域内除排

雪整備や安全安心な生活道路の整備、子ども達が楽しみにしている夏まつりで“我がふ

るさと見晴台“づくりに全力で関わって参ります。  

 ひとつずつの事業には、老若男女それぞれの立場で会員の皆様の参加のもとに、元気

で活力ある活動ができればと思っております。 

 今年度役員になりました区長、班長をはじめ、全役員が共に一丸となり精力的に活動

ができればと希望をいたします。 

 最後になりますが、会員の皆様のご健勝とご活躍を祈念し、多くの皆様からご助言や

ご指導をいただきながら務めさせていただきます。 

 

＝合同役員会が無事終了＝ 
合同役員会は、５月１４日（日）午前１０時に第１区から第７区、午後 1 時には第８

区から第１３区の２回に分け、総勢１０４名が出席し開催されました。 

合同役員会では、山本会長の挨拶、役員紹介の後、配付資料及び事務用品の確認、区

長・班長ハンドブックに従い自治会費の集金方法及び自治会への納金方法、えべつ広報

や自治会だよりなど配付や回覧の方法、葬儀や香典、出産祝金の支給など、区長・班長

の仕事について、詳細な説明が行われました。 

その後、区ごとに区長を

中心として顔合わせと具体

的な仕事の打合せを行い、

情報共有を図りました。 

〔事務局〕 

会長就任挨拶 
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花壇花植えと会館清掃のお礼 

 ５月２８日（日）の花壇花植えと会館清掃には多くの方のご協力により、私たちが活動拠点とし

ている自治会館とその周辺が大変綺麗になりました。ありがとうございました。 

次回の花壇整備は、 より実施します。 

ご協力をよろしく願いします。                                            

〔生活環境部〕 

かけはしの会 in 見晴台 2023 のご案内 
６月２４日（土）自治会館で「認知症」について学んでみませんか。認知症についてのお話

や体験談、DVD を観て家族が明るく楽しく、より良く暮らせる方法を考えます。 

詳細と参加申込については、別紙ご案内を参照ください。 

        〔健康福祉部〕 

❖❖❖❖❖ 自治会費の集金にご協力を ❖❖❖❖❖ 

お住いの各区班長が、令和５年度の自治会費集金のため、お宅を訪問させていただきます。 

その際、班長の負担を軽減するためできるだけ１年分、あるいは何か月分かをまとめて納入いた

だけましたら幸いです。 

自治会費は、自治会の様々な活動に必要不可欠な財源です。この財源に

より、総会や役員会での決議に基づいて各事業を推進していきます。 

令和５年度は、排雪費の高騰から自治会費月額６００円の内訳を、一般会計

は４００円から３５０円に、排雪負担金を２００円から２５０円に変更して、１２か月分の年額は

７，２００円です。来年度以降については役員会で協議を行っていきます。会員の皆様のご理解と

ご協力をよろしくお願いいたします。           

〔会計部〕 

～～～【事務局から】～～～～～ 

総会及び合同役員会で配付しました資料の自治会館の電話番号

（局番）に誤りがありました。正しくは下記のとおりです。 

【配付時】０１１－３８７－９８８４    【訂正後】０１１－３７８－９８８４ 

訂正しお詫び申し上げます。 
 

６月の事務局開設日は、３日、７日、１０日、１４日、１７日、２１日、

２４日、２８日の８日間

です。水曜日は午後１時～４時まで、土曜日は午前

９時～１２時まで、事務局員が事務室に駐在してい

ます。会費納入のほか、自治会活動に関するご意見、

ご相談なども受けていますので気軽にお立ち寄りく

ださい。 

6月事務局員駐在日 
  毎月第１、第３土曜日  

資源回収にご協力を！ 

男性 
2,079

人 
（ 前

月比 
4 人

減） 

女性 

2,264

人 
（ 前

月比 
6 人

減） 

合計 
4,343

人 
（ 前

月比 
10人

減） 
 

自治会館電話番号の訂正 

6月２４日（土）９時 

見晴台自治会集団資源回収収益金報告 

5月（6日、20日）分は 

５４，７３３円になりました。 

 ご協力有難うございました。 


